
特別条件特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　保険契約の締結もしくは復活の際または保険契約の締結後に当会社の定める特約が
付加される際、被保険者の健康状態その他が当会社の定める標準に適合しないと認め
たときは、当会社は、保険契約者の承諾を得て、この特約を付加します。
②　当会社が特約に適用する特別条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、 5年
ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）ま
たは特約条項による責任開始時から保険契約上または特約上の保障を開始します。
③　この特約を付加する場合、すでに特別条件特約［総合保険用］が付加されていると
きは（そのすでに付加されている特別条件特約［総合保険用］を以下「旧特約」とい
います。）、旧特約はこの特約の付加と同時に消滅し、特別条件の適用があった特約に
ついて、引き続きこの特約の特別条件❶を適用します。

 第 1 条 備考

❶　旧特約で適用していた特別
条件に相当するこの特約中の
特別条件とします。

特別条件特約［総合保険用］特約条項

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

こ の 特 約の内容 5 年ごと配当付組立総合保障保険契約に特別条件が付加された場合の取扱いに
ついて定めています。

対 応 す る 別 表 別表 1、別表12、別表17
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 特別条件

　当会社が適用する特別条件は、次の条件とします（複数の条件を適用することもあり
ます。）。

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特別保険
料の払込
み

1．保険契約者は、特別条件が適用された特約の保険料
払込期間中、当会社の定めた特別保険料を払い込ん
でください。

2．特別条件が適用された特約の保険料払込期間中は、
特別保険料を含めたものを特別条件が適用された特
約の特約保険料とします。

3．特別条件が適用された特約の返戻金および積立金
は、特別保険料に対応する返戻金または積立金を含
めて計算します。

保険金の
削減支払
い

･死亡保険金
･死亡給付金❶

･ 高度障害保険
金
･家計保障年金
･高度障害年金
･生活サポート
保険金
･生活サポート
終身年金
･がん保険金
･がん・上皮内
新生物保険金
･ 6 大疾病保険
金
･介護保険金
･重度疾病保険
金
･介護終身年金
･重症化予防支
援保険金

所定の保険金削減期間中に被保険者が左の保険金等の支
払事由❷に該当し、その保険金等を支払う場合は、所定
の保険金額等に次表に定める割合を乗じた金額を保険金
額等の額とします。ただし、その原因が傷害または特定
感染症（別表12）であるときは、この取扱いをしません。

保険金
削減期間

経過期間❸

1 年の
とき

2年の
とき

3年の
とき

4年の
とき

5年の
とき

1 年以内❹ 5.0割 3.0割 2.5割 2.0割 1.5割
1 年超 2年以内 6.0割 5.0割 4.0割 3.0割
2 年超 3年以内 7.5割 6.0割 4.5割
3 年超 4年以内 8.0割 6.0割
4 年超 5年以内 8.0割

 第 2 条 備考

❶　終身入院特約および介護サ
ポート終身年金特約の死亡給
付金は除きます。

❷　家計保障年金、高度障害年
金、生活サポート終身年金ま
たは介護終身年金については
第 1回の年金の支払事由とし
ます。

❸　契約日または復活日から被
保険者が保険金等の支払事由
に該当した時までの期間とし
ます。保険契約の締結後に当
会社の定める特約が付加され
る際にこの特約が付加された
場合は、中途付加日の直前の
年単位の契約応当日（中途付
加日と年単位の契約応当日が
一致するときは、中途付加日
とします。）から被保険者が
保険金等の支払事由に該当し
た時までの期間とします。

❹　保険契約の責任開始時の属
する日から契約日の前日まで
の間に保険金等の支払事由に
該当した場合も、経過期間
「 1年以内」の割合を適用し
ます。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

特別条件特約［総合保険用］特約条項
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 3

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

給付金の
削減支払
い

･入院給付金
･入院治療給付
金
･入院時手術給
付金
･入院時放射線
治療給付金
･外来時手術給
付金
･外来時放射線
治療給付金
･通院治療給付
金
･通院治療一時
金
･退院給付金
･先進医療給付
金
･傷害入院給付
金
･傷害入院治療
給付金
･傷害外来時手
術給付金
･傷害外来時放
射線治療給付
金
･傷害通院治療
給付金
･傷害通院治療
一時金
･入院初期一時
金

1．所定の給付金削減期間中に被保険者が次のア、イお
よびウのいずれかを直接の原因として、左の給付金
等の支払事由に該当し、その給付金等を支払う場合
は、下表のとおり取扱います。

ア．所定の給付金削減期間中に生じた疾病（特定感染
症（別表12）を除きます。）

イ．支払事由発生の原因となる疾病（特定感染症（別
表12）を除きます。）が、特約の責任開始時前に
発病していたが、対象となる保険金・給付金等の
支払事由または保険料の払込免除事由を定める各
特約条項に規定される支払事由等の原因の発生時
期に関する規定（以下、「支払事由等の原因の発
生時期に関する規定」といいます。）に基づいて、
責任開始時以後に発病したものとみなされた場
合❺の当該疾病

ウ．支払事由発生の原因となる傷害が、特約の責任開
始時前に発生していたが、支払事由等の原因の発
生時期に関する規定に基づいて、責任開始時以後
に発生したものとみなされた場合❺の当該傷害❻

給付金等 給付金の削減支払い 支払いの限度
･ 入院治療
給付金
･通院治療
給付金
･先進医療
給付金
･傷害入院
治療給付
金
･傷害通院
治療給付
金

特約条項に定める給付
金等の支払いの限度を
適用したあとの給付金
額等に当会社の定めた
割合を乗じた額を支払
います。

当会社の定め
た割合を乗じ
る前の給付金
額等を基準と
して特約条項
を適用します。

上記以外の
給付金等

所定の給付金額等に当
会社の定めた割合を乗
じた額を基準として給
付金等を支払います。

特約条項の定
めるところに
よります。

･給与・家計サ
ポート給付金

2．所定の給付金削減期間中に被保険者が給与・家計サ
ポート給付金の支払事由に該当し、その給与・家計
サポート給付金を支払う場合で、給与・家計サポー
ト給付金の支払事由に該当した日における入院また
は定期的な訪問診療による在宅医療の直接の原因が
第 1号のア、イおよびウのいずれかのみであるとき
は、基準給付金月額に当会社の定めた割合を乗じた
額を基準として給与・家計サポート給付金を支払い
ます。

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

 第 2 条 備考
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 4

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特定部位
不担保

･入院給付金
･入院治療給付
金
･入院時手術給
付金
･入院時放射線
治療給付金
･通院治療一時
金
･退院給付金
･給与・家計サ
ポート給付金
･傷害入院給付
金
･傷害入院治療
給付金
･傷害通院治療
一時金
･入院初期一時
金

1．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、次のア、
イおよびウのいずれかを直接の原因として、左の給
付金等の支払事由に該当したときは、当会社は、給
付金等を支払いません。

ア．特定部位不担保期間中に特定部位❽に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）

イ．支払事由発生の原因となる特定部位に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）が、特約の
責任開始時前に発病していたが、支払事由等の原
因の発生時期に関する規定に基づいて、責任開始
時以後に発病したものとみなされた場合❺の当該
疾病

ウ．支払事由発生の原因となる特定部位に生じた傷害
が、特約の責任開始時前に発生していたが、支払
事由等の原因の発生時期に関する規定に基づい
て、責任開始時以後に発生したものとみなされた
場合❺の当該傷害❻

2 ．第 1号のア、イおよびウのいずれかを直接の原因と
した入院または定期的な訪問診療による在宅医療中
に特定部位不担保期間❼が満了した場合には、特定
部位不担保期間満了の日の翌日に入院または定期的
な訪問診療による在宅医療を開始したものとみなし
ます。

･通院治療給付
金
･傷害通院治療
給付金

3．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、第 1号の
ア、イおよびウのいずれかを直接の原因として、左
の給付金の支払事由に該当したときは、当会社は、
給付金を支払いません。

4．特定部位不担保期間❼中に第 1号のア、イおよびウ
のいずれかを直接の原因とした入院をして退院を
し、通院をしている間に特定部位不担保期間が満了
した場合には、当会社は、その通院❾を原因として
左の給付金を支払いません。

･外来時手術給
付金
･外来時放射線
治療給付金
･先進医療給付
金
･傷害外来時手
術給付金
･傷害外来時放
射線治療給付
金

5．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、第 1号の
ア、イおよびウのいずれかを直接の原因として、左
の給付金の支払事由に該当したときは、当会社は、
給付金を支払いません。

❼　当会社の定めた不担保期間
とします。

❽　特定部位不担保の条件によ
り不担保とする身体部位 （別
表17）のうち、当会社が指定
した身体部位をいいます。

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

❾　特定部位不担保期間満了後
の通院を含みます。

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

　

　
失

　

①

②

 第 2 条 備考
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 5

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特定障害
状態不担
保

･高度障害保険
金
･高度障害年金
･特約保険料の
払込免除

被保険者が、次のア、イおよびウのいずれかを直接の原
因として身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態のう
ち、「 1．両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当
したときは、当会社は、左の保険金等を支払わずまたは
特約保険料の払込みを免除しません。
ア．眼球および眼球附属器に生じた疾病（特定感染症
（別表12）を除きます。）

イ．「両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し
た原因となる眼球および眼球附属器に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）が、特約の
責任開始時前に発病していたが、支払事由等の原
因の発生時期に関する規定に基づいて、責任開始
時以後に発病したものとみなされた場合❺の当該
疾病

ウ．「両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し
た原因となる眼球および眼球附属器に生じた傷害
が、特約の責任開始時前に発生していたが、支払
事由等の原因の発生時期に関する規定に基づい
て、責任開始時以後に発生したものとみなされた
場合❺の当該傷害❻

第 3条 特約の解約

　この特約のみの解約はできません。

第 4条 復活の制限

　この特約を付加した場合、保険契約が効力を失ったときは、保険契約の復活の請求は
失効後 2年以内に限ります。

第 5条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．すべての特別条件が適用されなくなったとき
2．特別条件が適用された特約がすべて消滅したとき

第 6条 特別条件が適用された特約が更新される場合の特則

①　特別条件が適用された特約が更新される場合❶、更新後の特約に適用される特別条
件は、更新直前の保険年度の条件と同一とします。
②　第①項の場合、特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後の特約
の保険期間に基づいて計算します。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 5年 4月 2日改正）

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

 第 6 条 備考

❶　更新後の特約がさらに更新
される場合を含みます。

 第 2 条 備考

❶ ❷ ❸ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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